
 

市有財産売払公告 

市有財産（不動産）の売払いについて、次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

平成２４年３月５日 

大和郡山市長 上田 清    

１ 一般競争入札に付する物件 

以下の土地を入札に付し、売り払う。 

(不動産) 

物件 

番号 
財産名称 所在及び地番 地目

実測面積

（㎡） 
地域・地区 予定価格(円) 

入札保証金

(円) 

A - 2 
国道２４号 

沿線用地 

大和郡山市発

志院町 

292 番 1 

292 番 3 

宅地 9,990.08
市街化 

調整区域
450,000,000 45,000,000

※予定価格とは、あらかじめ大和郡山市が定めた最低売払価格をいう。 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する一般競争入札に参加させるこ

とができない者又は同条第２項各号に掲げる者のいずれにも該当しない個人又は

法人であること。  

（2) 個人又は法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団、及び同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者でないこと。 

また、個人又は法人の役員等が、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

でないこと。 

(3)  当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者でないこと。 

(4)  次のいずれかに該当する者でないこと 

  ・暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

  ・自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもっ

て暴力団を利用するなどしている者 

・暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

  ・暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有している者 

  ・暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(5)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条

第１項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となってい



る者でないこと。 

(6)  前記(2)～(５)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。 

(7) 日本語を完全に理解できること。  

(8) 大和郡山市が定めるガイドライン（以下｢市ガイドライン｣という。）及びヤフー

株式会社が定める Yahoo!オークションに関連する利用規約及び各種ガイドラインの

内容を承諾、順守することができること。  

(9) 公有財産の買受について一定資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資

格等を有していること  

(10) ３によりあらかじめ一般競争入札への参加申込をした者であるもの。 

３ 一般般競争入札の参加申込み等に関する事項 

一般競争入札に参加しようとする者は、ヤフー株式会社の提供する公有財産売却シ

ステムの画面上で参加仮申し込みなど一連の手続きを行うこと。 

 参加申込み（本申込み）は、仮申し込み手続きを完了した後、平成２４年４月２

６日（木）までに所定の申込書により大和郡山市総務部総務課に一般競争入札への

参加を申し込むとともに市が定めた入札保証金を納付すること。（郵送の場合は、

平成２４年２月２６日（木）消印有効。）  

４ 契約条項を示す場所及び期間  

（１）場所 大和郡山市北郡山町 248 番地 4 大和郡山市役所総務部総務課管財係 

（２）時間 平成２４年４月９日（月）午後 1 時から平成２４年４月２６日（木）午

後２時まで  

５ 入札説明書（大和郡山市インターネット公有財産売却ガイドライン）を交付する場所

及び期間 

４の（１）及び（２）に同じ。 

６ 現地説明を行う場所及び日時  

物件番号 現地説明 

A-2 

希望者は平成 24 年 4 月 20 日（金）午後 5時までに 

大和郡山市総務課管財係まで申し込むこと。 

希望者がない場合には現地説明会は中止とする。 

 



７ 一般競争入札等の場所及び期間 

（１） 場所      ヤフー株式会社の提供する公有財産売却システム上  

（２） 入札期間  

平成２４年５月１５日（火）午後１時から平成２４年５月２２日（火）午後１時まで  

（３）開札   平成２４年５月２２日（火） 午後１時から 

８ 入札の方法 

（１） ヤフー株式会社の提供する公有財産売却システム上で入札価格を登録する。な

お、この登録は、一度しか行うことができない。 

（２） 郵便による入札書の提出は、認めない。 

９ 入札保証金に関する事項  

（１）入札に参加しようとする者は、大和郡山市が定めた入札保証金を指定された納付

方法（大和郡山市の指定した口座への銀行振込）により入札に参加しようとする者名義

で納付しなければならない。 なお入札保証金納入に要する経費（振込手数料等）は入札

に参加しようとする者の負担とする。 

（２）落札者の納付した入札保証金は、本人の申出により契約保証金に充当することが

できる。  

（３）入札保証金は、落札者のものを除き入札期間終了後還付する。ただし、落札者に

は、契約締結しない場合を除き契約締結後還付する。 （申出により契約保証金に充当す

る場合を除く。） 

（４）落札者が、大和郡山市が定める契約締結期限までに契約を締結しない場合は、そ

の落札を無効とし、入札保証金は大和郡山市に帰属する。 

１０ 契約の締結 

（１） 落札者は平成２４年５月２９日（火）午後５時までに、大和郡山市が定めた契

約保証金（予定価格の１００分の１０）を納付のうえ契約を締結しなければならない。 

（２） 当該契約は地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、大和郡山市議会の議決によ

り効力を発するものとする。よって大和郡山市議会の議決を得られない場合、当該契

約は無効となり契約保証金を返還する。 この場合において落札者に損害が生じても、

市はその責めを負わないものとする。 



１１ 売払代金の納入 

（１）契約を締結した者は、平成２４年７月２４日（火）午後２時までに、大和郡山

市が交付する納入通知書もしくは大和郡山市の指定する口座への銀行振込により当該

契約に係る売払代金を納付しなければならない。 

（２）契約を締結した者は、申出により既に納付した契約保証金を売払代金の一部に

充当することができる。この場合において売払代金と既に納付された契約保証金との

差額を平成２４年７月２４日（火）午後２時までに、大和郡山市が交付する納入通知

書もしくは大和郡山市の指定する口座への銀行振込により納付しなければならない。 

１２ 入札の無効 

本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の確認について虚偽

の申請を行った者のした入札並びに入札説明書（大和郡山市インターネット公有財産売

却システムガイドライン）に記載する無効な入札に該当する入札は無効とする。 

１３ 落札者の決定の方法  

入札期間終了後、大和郡山市は開札を行い、売却区分（公有財産売却の財産の出品区分）

ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格（最低落札価格）以上でか

つ最高価格である入札者を落札者として決定とする。 ただし、最高価格での入札者が複数

存在する場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決定する。  

なお、落札者の決定に当たっては、落札者の Yahoo! JAPAN ID を落札者の氏名（名称）と

みなす。  

１４ 用途の制限等 

落札者は、落札した物件を次の用途に供してはなりません。 

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

  第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用途 

(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律代１４７号）第 

４条第２項に規定する団体のうち、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動とし 

て無差別大量殺人行為を行ったものに係る用途 

(3)落札者は、第三者に対して売買物件の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転を 

するときは、上記の用途の制限に定める義務を書面によって承継させなければならず、当

該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。 

(4)乙は、第三者に対して売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は貸借権その他 

の使用及び収益を目的とする権利を設定するときは、当該第三者に対して上記の用途の制 

限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。 

(5)上記(1)および、(2)における当該第三者の前条に定める義務の違反に対する責務は、乙 

が負わなければなりません。  



１５ その他 

（１） 落札者は契約締結後２週間以内に大和郡山市都市建設部都市計画課へ国土利用計

画法に基づく土地取引届を提出すること。 

（２）開発など（建築など）に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令等 

により、規制がある場合があるため、落札者はこれら法令を遵守し開発（建築）等を進めなけ

ればならない。  

（３）売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の

締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担とする。 

（４）入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

大和郡山市 総務部 総務課 管財係 （大和郡山市北郡山町２４８番地４） 

郵便番号 639-1198 

電話番号 0743-53-1151（内２５４） 

E-Mail yk-kanzai@kcn.jp 

 

（５）契約書作成の要否      要  


